
令和 4年 11月 10日 

 

保 護 者 各 位 

国 学 院 高 等 学 校 

学 校 長  中 村  彰 伸 

保 健 部 

 

インフルエンザによる出席停止について 

 

インフルエンザにつきましては、通常医師による書類の記入をお願いしておりますが、コロナ禍においては当面の

間、保護者記入の「インフルエンザ報告書」の提出によって出席停止扱いとさせていただきます。 

回復後、登校する際は、生徒に「インフルエンザ報告書」を必ず持参させてください。 

生徒は、教室へ向かう前に保健室にて健康状態及び書類の確認を受けることで登校許可となります。 

その後、担任による出席停止の処理を受けてください。 

※「インフルエンザ報告書」は、本校ホームページよりダウンロードできます。 

 

【インフルエンザ出席停止期間の基準】 

発症（発熱）した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日を経過するまで（発症日を０日目と数える） 

（学校保健安全法施行規則第１９条）  

※インフルエンザの出席停止期間は、上記の両方の基準を満たす期間になります。発熱が続く場合は、解熱し

た日によって出席停止日が順次延長されていきます。受診した際の診療報酬明細書及び処方箋を確認させて

いただくことがございますので、ご自宅にて保管していただくようお願いいたします。 

 

必ず保護者記入 

インフルエンザ報告書 

 

     年     組     番                 氏名                                

 

インフルエンザ（ A 型 ・ B 型 ・ 不明 ）と診断を受け、     月     日から     月     日まで

自宅療養していましたが、出席停止解除の基準を満たし回復しましたので、     月     日より登校します。 

チェック 出席停止解除基準 

（    ） 
1．発症（発熱初日が発症０日目）した後、５日を経過している       

※発症日：     月     日 

（    ） 
2．５日を経過し、かつ、解熱後２日を満たしている  

※解熱日：     月     日 

※出席停止解除基準を満たしていても、咳がひどい等症状が残っている場合には、再度受診してください。 

 

受診した医療機関名：                              電話番号：                      

 

令和     年     月     日 

 

保護者署名                                

 

                                             月    日 保健室確認印  

 


